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山
片
蟠
桃
『
夢
ノ
代
』
経
論
篇
訳
注
（
四
）

岸
　
田
　
知
　
子

一
、	

テ
キ
ス
ト
は
、
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
写
本
を
底
本
と
し

た
。
こ
れ
に
句
読
点
等
を
施
し
た
日
本
思
想
大
系
（
岩
波

書
店
）
本
を
参
照
し
た
。

一
、	

漢
字
は
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

一
、	

コ
ト
、
ド
モ
、
シ
テ
を
記
す
記
号
は
カ
ナ
表
記
に
改
め
た
。

一
、	

送
り
仮
名
・
振
り
仮
名
の
う
ち
片
仮
名
は
底
本
に
よ
る
。	

平
仮
名
は
訳
注
者
が
施
し
た
。

一
、	

底
本
の
欄
外
書
き
込
み
は
（
欄
外
：
）
と
し
て
該
当
箇
所

に
挿
入
し
た
。

一
、	［　

］
は
底
本
で
は
章
末
に
あ
る
。
別
本
に
拠
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
岩
波
本
に
従
っ
て
本
文
中
に
挿
入
し
た
。

一
、	

各
章
の
タ
イ
ト
ル
は
訳
注
者
が
つ
け
た
。
な
お
、
注
は
な

る
べ
く
わ
か
り
や
す
く
詳
し
く
書
い
た
。

二
十
六
、「
忠
」
の
意
味
の
変
化

　
「
為タ
メ
ニレ
人
謀
ハ
カ
リ
テ

而
不
レ
忠
乎ヤ
①
」「
与
レ
人
忠
②
」「
忠
ま
め
や
か
に

告ツ
ゲ

而
善ヨ
ク

道ミ
チ
ヒ
クレ

之
ヲ
③

」。
コ
レ
ミ
ナ
友
ニ
交マ
ジ
ハル
ヲ
以
テ
云
。
忠
ハ
中
心
偽イ
ツ

ハ
ラ
ザ

ル
也
。
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
ミ
ナ
通
用
ス
。
シ
カ

ル
ニ
④
「
君
使ツ
カ
フレ

臣
ヲ
以
レ
礼
ヲ
、
臣　
事
ツ
カ
フ
ル
ニレ

君
ニ
以
スレ
忠
ヲ
⑤

」。
コ
レ

臣
ノ
君
ヘ
事
フ
ル
、
中
心
ヲ
ヲ
シ
出
シ
テ
偽
イ
ツ
ハ
リ

飾カ
サ
ル
⑥

ラ
ズ
、
誠
ヲ

ツ
ク
シ
テ
止や
ま

ザ
ル
ヲ
云
。
ソ
レ
ヨ
リ
ダ
ン
〳
〵
ト
忠
ノ
字
ハ
、
臣

ノ
君
ニ
事
フ
ル
ニ
限カ
ギ

リ
テ
重
シ
ト
シ
、
孝
ニ
対
シ
テ
用
ユ
ル
ヤ
ウ

ニ
ナ
リ
タ
リ
。

【
注
】

①
『
論
語
』
学
而
篇
に
「
曾
子
曰
、
吾
日
三
省
吾
身
、
為
人
謀
而

不
忠
乎
、
与
朋
友
交
而
不
信
乎
、
伝
不
習
乎
（
曾
子
曰
く
、
吾
れ
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日
に
三
た
び
わ
が
身
を
省
る
。
人
の
た
め
に
謀
り
て
忠
な
ら
ざ
る

か
、朋
友
と
交
は
り
て
信
な
ら
ざ
る
か
、習
は
ざ
る
を
伝
ふ
る
か
）」

と
あ
る
。
新
注
で
は
「
三
省
」
を
三
つ
の
こ
と
に
つ
い
て
反
省
す

る
と
解
釈
す
る
。「
習
」
は
お
さ
ら
い
す
る
こ
と
。
新
注
で
は
伝

え
ら
れ
た
こ
と
を
お
さ
ら
い
し
な
い
の
か
の
意
と
す
る
。

②
『
論
語
』
子
路
篇
に
「
樊
遅
問
仁
、
子
曰
、
居
処
恭
、
執
事
敬
、

与
人
忠
、
雖
之
夷
狄
、
不
可
棄
也
（
樊
遅　

仁
を
問
ふ
。
子
曰
く
、

居
処
は
恭
に
、
事
を
執
り
て
敬
に
、
人
に
与あ
づ

り
て
忠
な
る
こ
と
、

夷
狄
に
之ゆ

く
と
雖
も
、
棄
つ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
と
）」
と
あ
る
。

③
『
論
語
』
顔
淵
篇
に
「
子
貢
問
友
、
子
曰
、
忠
告
而
善
道
之
、

不
可
則
止
、
無
自
辱
焉
（
子
貢　

友
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
忠
告
し

て
善
く
こ
れ
を
道
び
く
。
不
可
な
れ
ば
則
ち
止
む
。
自
ら
辱
め
ら

る
る
こ
と
無
か
れ
と
）」
と
あ
る
。

④
岩
波
「
然
ル
ニ
」。

⑤
『
論
語
』
八
佾
篇
に
「
定
公
問
、
君
使
臣
、
臣
事
君
、
如
之
何
、

孔
子
対
曰
、
君
使
臣
以
礼
、
臣
事
君　

以
忠
（
定
公
問
ふ
、
君　

臣
を
使
ひ
、
臣　

君
に
事
ふ
る
こ
と
、
こ
れ
を
如
何
と
。
孔
子
対

へ
て
曰
く
、
君　

臣
を
使
ふ
に
礼
を
以
て
し
、
臣　

君
に
事
ふ
る

に
忠
を
以
て
す
と
）」
と
あ
る
。

⑥
岩
波
「
飾カ
ザ
ラズ
」。

【
現
代
語
訳
】

　
「
人
の
為
に
謀
り
て
忠
な
ら
ざ
る
や
」「
人
に
与ま
じ
わ
り
て
忠
な
る
」

「
忠
告
し
て
善
く
之
を
道
び
く
」。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
友
に
交
る
こ

と
を
い
う
。
忠
は
心
か
ら
偽
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
君
臣
・
父

子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
の
間
柄
に
み
な
通
用
す
る
。
し
か
し
、

「
君　

臣
を
使
う
に
礼
を
以
て
し
、
臣　

君
に
事
う
る
に
忠
を
以

て
す
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
臣
が
君
に
仕
え
る
の
に
、
真
心

を
押
し
だ
し
て
偽
り
飾
ら
ず
、
誠
意
を
尽
く
し
て
や
ま
な
い
こ
と

を
い
う
。
こ
れ
か
ら
次
第
に
忠
の
字
は
、
臣
が
君
に
仕
え
る
こ
と

に
限
定
し
て
重
要
視
さ
れ
、
孝
の
対
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

二
十
七
、
孟
子
反

　
「
孟モ
ウ

子シ

反ハ
ン

不ズ
レ
伐ホ
コ

、
奔
テ
而
殿テ
ン
ス、

将
スレ
入
ンレ
ト
門
ニ
、
策
ム
チ
ウ
ツ二

其
馬
ニ一
曰
、

非
サ二
ル
敢
テ　

 

後
ヲ
ク
レ
タ
ル
ニ

一 

①

也
、
馬
不
ルレ
進
マ
也
②

」。
コ
ノ
章
、
殿
シ
ン
ガ
リト

後
シ
ン
カ
リト

同
意
ナ
リ
。
同
シ
ク
③

シ
ン
ガ
リ
ナ
リ
。
シ
カ
ル
ニ
④
「
ヲ
ク
レ

タ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
」
ト
ヨ
ム
寸と
き
⑤
ハ
意
ヲ
失ウ
シ
ナフ
。
臆ヲ
ク

病ヒ
ヤ
ウヲ
「
ヲ
ク
レ
」

ト
云
フ
⑥

以
テ
ミ
レ
バ
、
進
ム
寸
ノ
「
ヲ
ク
レ
」
ナ
リ
。
退
ク
寸

ハ
後
レ
ヲ
功
ト
ス
。
シ
カ
ル
⑦

寸
ハ
、
コ
ノ
ヨ
ミ
ニ
テ
モ
ス
ム
ベ

ケ
レ
ド
モ
、
俗
語
ニ
テ
「
ヲ
ク
レ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
」
ト
イ
ヘ
バ
、

何
ト
ヤ
ラ
云い
い

ワ
ケ
ス
ル
ヤ
ウ
⑧

ナ
ル
ナ
リ
。
コ
ヽ
ニ
テ
ハ
「
殿
シ
ン
カ
りシ
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タ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
」
ト
云
コ
ト
ナ
リ
。
迹ア
ト

ニ
後ヲ
ク
レテ
敵
ヲ
フ
セ
ギ
、
諸

軍
ヲ
ミ
ナ
引ヒ

カ
セ
テ
⑨
、
我
ハ
功
ア
リ
ナ
ガ
ラ
、
迯に
げ

ル
⑩

意
ヲ
人

ニ
シ
メ
サ
ン
ト
ス
。
ユ
ヘ
ニ
車
中
ニ
テ
御
者
ノ
策
ム
チ
ウ
ツ
⑪

マ
ド
ロ
シ

ク
思
ヒ
テ
、自
カ
ラ
策
ヲ
ウ
チ
テ
曰
、「
我
ワ
ザ
ト
迹ア
ト

ニ
ノ
コ
リ
テ
、

シ
ン
ガ
リ
シ
タ
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
馬
ス
ヽ
マ
サ
ル
ニ
ヨ
リ
テ
是ゼ

非ヒ

ナ
ク
ヲ
ク
レ
タ
ル
ナ
リ
」
ト
云
テ
、
其
功
ヲ
消
テ
功
ト
セ
ザ
ル
ナ

リ
。
コ
ノ
謙ケ
ン

退タ
イ

ハ
人
ノ
及
バ
ザ
ル
処
ナ
リ
。
ユ
ヘ
ニ
孔
子
コ
レ
ヲ

称
ス
。

【
注
】

①
岩
波
「
後
の
ち
た
る
に」。

②
『
論
語
』
雍
也
篇
に
、「
子
曰
、
孟
子
反
不
伐
、
奔
而
殿
、
将
入

門
、
策
其
馬
曰
、
非
敢
後
也
、
馬
不
進
也
（
子
曰
く
、
孟も
う

子し

反は
ん　

伐ほ
こ

ら
ず
、
奔
り
て
殿で
ん

す
。
将ま
さ

に
門
に
入
ら
ん
と
す
。
其
の
馬
を

策む
ち
う

っ
て
曰
く
、
敢
え
て
後
た
る
に
非
ず
、
馬
進
ま
ざ
る
な
り
と
）」

と
あ
る
。

③
岩
波
「
同
ク
」。

④
岩
波
「
然
ル
ニ
」。

⑤
岩
波
「
コ
ト
」。

⑥
岩
波
「
云
ヲ
」。

⑦
岩
波
「
然
ル
」。

⑧
岩
波
「
ヤ
ウ
ニ
」。

⑨
岩
波
「
引
セ
テ
」。

⑩
岩
波
「
逃に
ぐ

ル
」。

⑪
岩
波
「
策む
ち

ヲ
」。

【
現
代
語
訳
】

　
「
孟
子
反　

伐ほ
こ

ら
ず
、
奔
り
て
殿
す
。
将
に
門
に
入
ら
ん
と
し
、

其
の
馬
を
策
む
ち
う

っ
て
曰
く
、
敢
え
て
後
た
る
に
非
ず
、
馬
進
ざ
る
な

り
、と
」。こ
の
章
で
は
、殿
と
後
と
は
同
意
で
あ
る
。同
じ
く「
し

ん
が
り
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
お
く
れ
た
る
に
あ
ら
ず
」
と
読
む

の
は
本
意
を
失
う
。「
お
く
れ
」
た
こ
と
で
臆
病
と
見
な
す
の
は
、

進
む
時
の
「
お
く
れ
」
で
あ
る
。
退
く
時
は
後
れ
を
手
柄
と
す
る
。

そ
の
よ
う
な
と
き
は
、
こ
の
読
み
方
で
も
い
い
け
れ
ど
も
、
俗
語

で
「
お
く
れ
た
の
で
は
な
い
」
と
い
え
ば
、
何
と
な
く
言
い
わ
け

す
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
こ
こ
で
は
「
殿
し
ん
が
りし

た
る
に
あ
ら
ず
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

戦
場
か
ら
去
る
と
き
、
後
れ
て
敵
を
防
ぎ
、
諸
軍
を
み
な
引
か

せ
て
、
自
分
は
功
が
あ
り
な
が
ら
、
逃
る
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
人

に
示
そ
う
と
し
た
。
だ
か
ら
、
車
中
に
て
御
者
の
鞭
を
ま
ど
ろ
っ

こ
し
く
思
っ
て
、
自
分
で
鞭
打
っ
て
、「
私
は
わ
ざ
と
あ
と
に
残
っ

た
だ
け
で
、
し
ん
が
り
を
務
め
た
の
で
は
な
い
。
馬
が
進
ま
な
い

か
ら
や
む
な
く
遅
れ
た
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
、
そ
の
功
を
消
し

て
功
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
謙
退
は
並
の
人
の
及
ぶ
も
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の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
孔
子
は
こ
れ
を
褒
め
称
え
た
の
で
あ
る
。

二
十
八
、
義
と
鬼

　

論
語
、
多
ク
鬼
ト
義
ト
対タ
イ

ス
。
曰
、「
非
ス二
シ
テ
其
鬼
ニ一
而
祭
レ
之
、

諂ヘ
ツ
ラ
フ

也
、
見
テレ
義
不
ルレ
ハ
為
、
無
レ
勇
也
①

」「
務
ツ
ト
メ

二
民
之
義
ヲ一
敬
シ二
テ
鬼

神
ヲ一
而
遠ト
ヲ
ザ
クレ

之
、
可
レ
謂
フレ
知
ト
矣
②

」、
コ
レ
ナ
リ
。
義
ハ
実
近
ニ

シ
テ
今
日
ノ
為
ベ
キ
コ
ト
ヲ
云
。
鬼
ハ
虚キ
ヨ

遠エ
ン

ニ
シ
テ
今
日
ノ
切
用

ニ
ア
タ
ラ
ス
③
。
義
ニ
ク
ハ
シ
キ
人
ハ
、
実
ヲ
フ
ミ
テ
為
ベ
キ
コ

ト
ヲ
行
ヒ
テ
鬼
ニ
諂ヘ
ツ
ラハ
ズ
。
鬼
ヲ
事
ト
ス
ル
人
ハ
、
虚
ヲ
行
フ
テ

為
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
行
ヒ
テ
義
ヲ
フ
マ
ズ
。
コ
レ
古
今
ノ
通
病

ナ
リ
。疾シ
ツ

病ヘ
イ

ア
リ
テ
加カ

持ジ

祈キ

禱ト
ウ

ヲ
事
ト
ス
ル
人
ハ
医イ

薬ヤ
ク

ニ
疎ソ

ナ
リ
。

医イ
リ

療ヤ
ウ

ヲ
事
ト
ス
ル
人
ハ
祈キ

譲ジ
ヤ
ウ
④

ヲ
信
セ
ズ
。
ツ
子ね

ニ
義
ニ
カ
ナ

ハ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
ナ
シ
、
我
身
ノ
行
ヒ
⑤

ア
シ
キ
人
ハ
、
カ
ナ
ラ
ズ

鬼
神
ニ
求モ
ト

メ
テ
禍
ワ
ザ
ハ
イヲ

ノ
ガ
レ
福
サ
イ
ワ
イヲ

求
ム
。鬼
神
ニ
求
メ
ザ
ル
人
ハ
、

我
身
ヲ
ヨ
ク
治
メ
義
ヲ
行
ヒ
、
ツ
ト
メ
テ
禍
ワ
ザ
ワ
イヲ

免
レ
、
福
ヲ
ノ
ヅ

カ
ラ
来
ル
。
孔
子
、
鬼
神
ヲ
ス
テ
玉
ハ
ズ
ト
モ
⑥
、
コ
ヽ
ニ
遠
ザ

ク
ト
云
テ
義
ニ
対
ス
。
後
世
ヲ
慮
ヲ
モ
ン
ハ
カル
ノ
深フ
カ

キ
ヲ
見
ル
ベ
シ
。

【
注
】

①
『
論
語
』
為
政
篇
に
「
子
曰
、
非
其
鬼
而
祭
之
、
諂
也
、
見
義

不
為
、
無
勇
也
（
子
曰
く
、
其
の
鬼
に
非
ず
し
て
こ
れ
を
祭
る
は
、

諂
い
な
り
。
義
を
見
て
為
ざ
る
は
、
勇
無
き
な
り
）」
と
あ
る
。

孔
子
の
こ
と
ば
の
現
代
語
訳
は
以
下
の
通
り
。「
我
が
家
の
祖
先

神
で
も
な
い
の
に
祭
る
の
は
、
へ
つ
ら
い
で
あ
る
（
本
来
、
祭
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
）。
行
な
う
べ
き
こ
と
を
前

に
し
な
が
ら
行
な
わ
な
い
の
は
、
臆
病
者
で
あ
る
（
た
め
ら
っ
て

決
心
が
つ
か
な
い
の
だ
か
ら
）」。

②
『
論
語
』
雍
也
篇
に
「
樊
遅
問
知
、
子
曰
、
務
民
之
義
、
敬
鬼

神
而
遠
之
、
可
謂
知
矣
（
以
下
略
）（
樊
遅　

知
を
問
ふ
。
子
曰
く
、

民
の
義
を
務
め
、
鬼
神
を
敬
し
て
こ
れ
を
遠
ざ
く
、
知
と
謂
ふ
べ

し
）」
と
あ
る
。

③
岩
波
「
ア
ラ
ズ
」。

④
岩
波
「
祈
禱
」。

⑤
岩
波
「
行
ヒ
ノ
」。

⑥
岩
波
「
ス
テ
玉
ハ
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
」。

【
現
代
語
訳
】

　
『
論
語
』
で
は
鬼
と
義
と
を
対
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。「
其
の

鬼
に
非
ず
し
て
之
を
祭
る
は
、
諂
い
な
り
、
義
を
見
て
為
さ
ざ
る

は
、
勇
無
き
な
り
」「
民
の
義
を
務
め
、
鬼
神
を
敬
い
て
之
を
遠

ざ
く
、
知
と
謂
う
べ
し
」
が
こ
れ
に
当
た
る
。
義
は
実
近
（
実
体

が
あ
っ
て
身
近
）
な
も
の
で
、
今
日
の
な
す
べ
き
こ
と
を
い
う
。

鬼
は
虚
遠
（
実
体
の
な
い
遠
い
存
在
）
な
も
の
で
、
今
日
、
さ
し
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迫
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
義
に
詳
し
い
人
は
、
実
を
踏
み
行
な

い
、
な
す
べ
き
こ
と
を
行
な
っ
て
鬼
神
に
へ
つ
ら
わ
な
い
。
鬼
神

に
仕
え
る
人
は
、
虚
（
実
体
の
な
い
こ
と
）
を
行
い
、
為
す
べ
き

で
な
い
こ
と
（
必
要
で
な
い
こ
と
）
を
行
っ
て
、
義
（
必
要
な
こ

と
）を
行
な
わ
な
い
。こ
れ
は
古
今
の
通
弊
で
あ
る
。疾
病
が
あ
っ

て
加
持
祈
禱
を
行
な
う
人
は
、
医
薬
に
疎
い
。
医
療
を
仕
事
に
す

る
人
は
祈
禱
を
信
じ
な
い
。
常
に
義
に
か
な
わ
な
い
こ
と
を
し
て

我
が
身
の
行
な
い
の
悪
い
人
は
、
必
ず
鬼
神
に
災
い
か
ら
逃
れ
る

こ
と
を
願
い
福
を
求
め
る
。
鬼
神
に
求
め
な
い
人
は
、
我
が
身
を

よ
く
治
め
義
を
行
な
い
、
努
め
て
災
い
を
免
れ
、
福
は
自
然
に
訪

れ
る
。
孔
子
は
鬼
神
を
捨
て
て
は
お
ら
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
遠
ざ

け
る
と
言
っ
て
、
義
に
対
立
さ
れ
た
。
後
世
を
慮
る
こ
と
の
深
さ

を
見
て
取
る
べ
き
で
あ
る
。

二
十
九
、
孔
子
と
易

　
「
加
へ二
我
数
年
ヲ一
、
五
十
以
学
フレ
易
ヲ
、
亦
可
シ三
以
テ
無
カ二
ル
大
過
一

矣
①
」。朱
註
ニ
曰
②
、「
此
時
孔
子
年
③

幾チ
カ
シ

七
十
ニ
矣
、五
十
ノ
字
誤
、

無
レ
疑
ヒ
也
ト
」。
又
五
十
ヲ
卒
ニ
作
ル
。
コ
レ
史
記
④
ヲ
信
ズ
ル
ノ

誤
ナ
リ
。
六
十
後
⑤

ニ
コ
ノ
語
ア
ル
ユ
ヘ
ニ
カ
ク
云
モ
ノ
カ
。
史

記
ノ
次
第
正
シ
キ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
也
。
コ
ノ
語
四
十
有
余
ノ
時
ノ
語

ト
ミ
レ
バ
、
卒
ノ
字
ニ
換カ
エ

ル
ニ
及
バ
ズ
。
又
疑
モ
ナ
カ
ル
ベ
シ
。

孔
子
四
十
四
五
歳
ノ
時
云
、「
我
ニ
四
五
年
ノ
年
ヲ
加
ヘ
五
十
ニ

モ
ナ
リ
テ
カ
ラ
⑥

易
ヲ
学
ブ
コ
ト
ナ
ラ
ハ
、
大
過
ナ
カ
ル
ベ
シ
」

ト
云
コ
ト
ナ
リ
。
履
軒
先
生
曰
、「
占セ
ン

筮ゼ
イ
⑦

ハ
易
ノ
本
事
ナ
リ
。

然
ル
ニ
彖
象
ノ
辞
⑧

サ
ス
ガ
聖
人
ノ
作
ナ
レ
バ
、
ソ
ノ
辞
精セ
イ

妙ミ
ャ
ウニ

シ
テ
意
味
深
長
ナ
リ
。
故
ニ
易
ヲ
学
ン
デ
精
妙
ヲ
窮
ム
レ
バ
、
人

ノ
百
行
進シ
ン

退タ
イ

・
疾シ
ツ

舒シ
ョ
⑨
、
類
ニ
フ
レ
テ
、
鏡
ニ
物
ヲ
ウ
ツ
ス
ガ
ゴ

ト
シ
。
コ
ノ
場
ニ
到
リ
テ
ハ
一
々
蓍メ
ド

ヲ
分
ツ
ニ
及
バ
ズ
。
コ
ヽ
ハ

コ
ノ
理
、
ソ
コ
バ
ク
ノ
理
⑩

ト
云
ヤ
ウ
ニ
自
由
ニ
サ
バ
キ
ガ
ツ
ク

也
。
但
コ
レ
ハ
ヨ
ク
学マ
ナ
ビテ

、
其
理
ノ
精
妙
ヲ
ノ
ミ
込
タ
ル
人
ノ
上

ナ
リ
。
コ
レ
ヲ
喩
シ
⑪

ト
テ
カ
ケ
タ
ル
辞
ニ
ア
ラ
ズ
。
精
妙
ノ
理

ヲ
シ
ラ
ヌ
⑫
、
人
ニ
ヲ
シ
ヘ
テ
占
筮
シ
テ
、
ソ
ノ
辞
ニ
従
フ
テ
善

ニ
ユ
キ
、
吉
ヲ
得
テ
悔
吝
⑬
・
凶
災
ヲ
免
シ
シ
ム
ル
⑭
、
コ
レ
ヲ

易
ノ
本
事
ト
云
ナ
リ
。
易
ヲ
貴
ト
ブ
マ
ヽ
ニ
占
筮
ヲ
鄙
事
ト
シ

テ
、
種
々
ノ
説
ヲ
ナ
ス
ハ
ア
シ
ヽ
。
孔
子
ノ
易
ヲ
学
ブ
ノ
語
⑮
ハ
、

卦
爻
ノ
意
味
ヲ
ヨ
ク
ヨ
ク
考
ヘ
テ
、文
王
・
周
公
ノ
辞
ヲ
引
合
セ
、

過
ル
ハ
悔
、
不
及
ハ
吝
、
中
正
ヲ
得
レ
バ
吉
、
得
サ
レ
ハ
凶
ト
シ
、

ス
ベ
テ
一
事
一
行
、
易
ノ
卦
爻
ニ
求
メ
ズ
シ
テ
中ア
タ

リ
、
凶
・
悔
・

吝リ
ン

ニ
至
ラ
ズ
吉
ノ
ミ
ニ
ナ
ル
ヤ
ウ
ニ
、ソ
ノ
身
ヨ
ク
脩ヲ
サ
マル

ト
キ
ハ
、

大
過
ナ
カ
ル
ベ
シ
ト
ノ
玉
フ
モ
ノ
ナ
リ
。
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
ナ
ル
寸

ハ
小
過
モ
ナ
カ
ル
ベ
キ
ニ
、
大
過
ナ
カ
ル
ベ
シ
ト
ノ
玉
フ
ハ
、
聖

人
ノ
自
然
ト
謙
譲
ノ
語
ナ
リ
。
コ
レ
ヲ
以
テ
ミ
レ
バ
、
仮
・
卒
ノ

説
⑯
、
七
十
ニ
チ
カ
シ
ノ
説
、
用
ユ
ベ
カ
ラ
ズ
⑰
」。
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わ
れ
て
い
る
。

⑨
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
す
る
上
で
の
ふ
る
ま
い
方
や
早
い
遅
い
の

あ
り
方
。

⑩
岩
波
「
ソ
コ
ハ
ソ
ノ
理
」。

⑪
岩
波
「
喩さ
と

レ
」。

⑫
岩
波
「
シ
ラ
ズ
」。

⑬
悔
い
う
ら
む
こ
と
。『
易
経
』
繫
辞
伝
上
に
「
吉
凶
者
得
失
之

象
也
、
悔
吝
者
憂
虞
之
象
也
（
吉
凶
は
得
失
の
象
な
り
、
悔
吝
は

憂
虞
の
象
な
り
）」
と
あ
る
。

⑭
岩
波
「
免の
が
れシ
ム
ル
」。

⑮
『
論
語
』
述
而
篇
の
「
子
曰
、
加
我
数
年
、
五
十
以
学
易
」
の

「
易
」
の
字
を
「
亦
」
の
字
の
意
味
で
読
む
べ
き
だ
と
す
る
説
が

古
く
か
ら
あ
り
、
孔
子
の
時
代
に
『
易
』
の
書
物
は
な
か
っ
た
と

す
れ
ば
正
し
い
と
い
え
る
。そ
の
場
合
、『
論
語
』の
こ
の
文
は「
五

十
に
し
て
学
ぶ
も
、
易ま

（
亦
）
た
」
と
な
る
。
し
か
し
、
最
近
、

易
の
成
立
が
か
な
り
遡
る
こ
と
を
示
す
資
料
が
出
て
き
て
い
る
。

⑯
朱
子
は
本
注
②
に
先
だ
っ
て
、「
加
」は「
仮
」、「
五
十
」は「
卒
」

の
字
の
過
ち
で
あ
る
と
す
る
説
に
対
し
て
「
愚
按
、
此
章
之
言
、

史
記
作
仮
我
数
年
、
若
是
我
於
易
則
彬
彬
矣
。
加
正
作
仮
（
愚
按

ず
る
に
、
此
の
章
の
言
、
史
記
に
「
仮
我
数
年
、
若
是
我
於
易
則

彬
彬
矣
」
と
作
る
。
加
は
正
に
仮
に
作
る
べ
し
）」
と
し
、
五
十
の

字
で
は
な
い
と
す
る
の
に
つ
い
て
は
②
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

【
注
】

①
『
論
語
』
述
而
篇
に
「
子
曰
、
加
我
数
年
、
五
十
以
学
易
、
亦

可
以
無
大
過
矣
（
子
曰
く
、
我
に
数
年
を
加
え
、
五
十
以
て
易
を

学
べ
ば
、
亦
た
以
て
大
過
無
か
る
べ
し
）」
と
あ
る
。

②
上
記
の
注
に
「
蓋
是
時
孔
子
年
已
幾
七
十
矣
、
五
十
字
誤
無
疑

也
（
蓋
し
是
の
時
、
孔
子
年
已
に
七
十
に
幾ち
か

し
、
五
十
の
字
、
誤

り
な
る
こ
と
疑
ひ
無
し
）」
と
あ
る
。

③
岩
波
「
已
幾
」。
朱
注
も
同
じ
。

④
孔
子
世
家
に
「
孔
子
晩
而
喜
易
、
序
彖
繋
象
説
卦
文
言
。
読
易

韋
編
三
絶
。
曰
、
仮
我
数
年
、
若
是
我
於
易
則
彬
彬
矣
（
孔
子
晩

に
し
て
易
を
喜
び
、
彖
・
繋
・
象
・
説
卦
・
文
言
を
序
す
。
易
を

読
み
て
韋
編
三
絶
す
。
曰
く
、
我
に
数
年
を
仮か

せ
ば
、
是
く
の
若

く
、
我 

易
に
於
い
て
は
則
ち
彬
彬
た
り
」
と
あ
る
。

⑤
岩
波
「
六
十
ノ
後
」。

⑥
「
五
十
ニ
モ
ナ
リ
テ
カ
ラ
」
に
つ
い
て
岩
波
本
の
注
に
は
「
諸

本
同
じ
。
た
だ
し
Ａ
本
の
初
稿
本
は
『
五
十
ニ
ナ
リ
テ
』、
再
稿

本
は
『
五
十
ニ
ナ
ル
マ
デ
』」
と
あ
る
。
本
篇
五
の
本
文
に
は
「
五

十
ニ
ナ
ル
マ
デ
」
と
あ
る
。

⑦
蓍め
ど
き（
筮
竹
）
を
用
い
た
う
ら
な
い
。
蓍め
ど
きは
音
は
シ
。
め
ど
と
も
。

古
く
は
萩
の
茎
五
十
本
を
用
い
た
。後
世
に
は
竹
の
棒
を
用
い
る
。

⑧
本
篇
四
注
を
参
照
。
文
王
が
各
卦
の
意
味
を
論
じ
た
彖
辞
を
作

り
、
そ
の
子
周
公
が
各
爻
の
意
味
を
述
べ
た
爻
辞
を
作
っ
た
と
い
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⑰
中
井
履
軒
の
『
論
語
聞
書
』
に
は
次
の
よ
う
な
言
説
が
見
ら

れ
る
。

・「
加
我
数
年
」
ハ
天
ヨ
リ
此
方
ニ
五
六
年
ノ
寿
命
ヲ
カ
シ
ク

ダ
サ
レ
テ
也

・「
五
十
以
学
易
」
ハ
易
経
ヲ
学
ブ
功
ヲ
卒ヲ
ヘ

ト
ゲ
バ
易
ハ
吉
凶

消
長
進
退
存
亡
ノ
道
理
ヲ
明
ラ
カ
ニ
知
ル
者
ナ
レ
バ
大
ヒ
ナ

ル
過
チ
ハ
ナ
カ
ル
マ
イ
ト
也
是
レ
易
ハ
人
ノ
学
バ
ナ
ラ
ヌ
所

ニ
シ
テ
又
カ
ル
ガ
ル
シ
ク
ハ
学
バ
レ
ザ
ル
ヲ
云
ヒ
玉
フ
也

・「
大
過
」
ハ
小
キ
過
チ
ハ
不
知
大
ヒ
ナ
ル
過
チ
ハ
ナ
カ
ル
マ

イ
ト
也
是
レ
御
謙
遜
ノ
辞
也

【
現
代
語
訳
】

　
「
我
に
数
年
を
加
え
、
五
十
以
て
易
を
学
べ
ば
、
亦
た
以
て
大

過
無
か
る
べ
し
」（
と
『
論
語
』
に
あ
る
）。
朱
註
に
は
「
此
の
時
、

孔
子
年
已す
で

に
七
十
に
幾ち
か

し
、
五
十
の
字
誤
る
こ
と
、
疑
無
し
」
と

あ
り
、
ま
た
五
十
を
「
卒
」
の
字
に
作
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
史

記
』
の
記
述
を
信
じ
る
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
誤
り
で
あ
る
。
六
十

歳
の
後
に
こ
の
語
が
あ
る
た
め
、こ
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

『
史
記
』
の
記
事
の
順
は
正
し
く
は
な
い
。
こ
の
言
葉
が
四
十
余

歳
の
時
の
も
の
と
み
れ
ば
、「
卒
」の
字
に
換
え
る
に
は
及
ば
な
い
。

ま
た
疑
い
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。孔
子
が
四
十
四
五
歳
の
時
に
、

「
私
に
四
五
年
の
年
を
加
え
五
十
に
も
な
っ
て
か
ら
易
を
学
ぶ
こ

と
に
な
っ
て
も
、
大
き
な
過
ち
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

履
軒
先
生
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

占
筮
は
易
の
本
来
の
仕
事
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
彖
伝
・
象
伝

の
辞
は
さ
す
が
聖
人
の
作
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
辞
は
精
妙
に
し
て

意
味
深
長
で
あ
る
。
故
に
易
を
学
ん
で
精
妙
を
窮
め
た
な
ら
ば
、

人
の
あ
ら
ゆ
る
行
い
の
進
退
や
そ
の
早
遅
に
つ
い
て
、
同
類
が
見

つ
か
り
、
ま
る
で
鏡
に
物
が
写
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
に
到
っ

て
は
、
一
い
ち
蓍め
ど
き木

を
分
け
て
占
う
に
は
及
ば
な
い
。
こ
こ
は
こ

の
理
、
そ
こ
は
そ
の
理
と
い
う
よ
う
に
自
由
に
裁
き
が
つ
く
。
た

だ
、
こ
れ
は
よ
く
学
ん
で
、
そ
の
理
の
精
妙
さ
を
理
解
し
た
人
に

お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
を
理
解
せ
よ
と
し
て
書
い
た
辞

で
は
な
い
。

　

精
妙
な
理
を
知
ら
な
い
で
も
、
人
に
教
え
て
占
筮
を
し
、
そ
の

辞
に
従
っ
て
善
に
向
か
い
吉
を
得
て
、
後
悔
や
災
い
を
ま
ぬ
が
れ

さ
せ
る
、
こ
れ
を
易
の
本
来
の
仕
事
と
い
う
。
易
を
尊
び
な
が
ら
、

占
筮
を
い
や
し
い
こ
と
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
を
な
す
の
は
よ

く
な
い
。

　

孔
子
が
易
を
学
ぶ
と
い
う
言
葉
は
、
卦
爻
の
意
味
を
よ
く
よ
く

考
え
て
、
文
王
・
周
公
の
辞
を
引
き
合
わ
せ
、
い
き
過
ぎ
る
の
は

悔
、
及
ば
な
い
の
は
吝
、
中
正
を
得
れ
ば
吉
、
得
な
け
れ
ば
凶
と

し
、す
べ
て
一
事
一
行
、易
の
卦
爻
に
求
め
な
く
て
当
た
り
、凶
・
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悔
・
吝
に
至
ら
な
い
で
吉
の
み
に
な
る
よ
う
に
、
そ
の
身
を
よ
く

修
め
る
と
き
は
、
大
過
が
な
い
だ
ろ
う
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
小
過
も
な
い
で
あ
ろ
う
に
、

「
大
過
無
か
る
べ
し
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
聖
人
の
自
然
な
謙
譲

の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
る
と
、「
加
」
は
「
仮
」
の
、

「
五
十
」
は
「
卒
」
の
誤
り
で
あ
る
と
す
る
説
や
、
孔
子
が
七
十

に
近
い
と
い
う
説
は
、
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
。

三
十
、
期
年

　
「
期
日
ニ
シ
テ
而
可
」「
三
年
有
ラレ
ン
成
ル
」①
「
大
国
ハ
五
年
、
小
国
ハ

七
年
②

」「
教
ユレ
ル
民
ヲ
七
年
」「
世
ニ
シ
テ
而
後
仁
」「
治
ムレ
ル
国
ヲ
百
年
」③

等
ノ
数
ミ
ナ
ソ
レ
〳
〵
ノ
拠
ヨ
リ
ド
コ
ロア
リ
。
王
者
ト
善
人
ト
ノ
勝
シ
ャ
ウ

劣レ
ツ

ア

リ
テ
、
ソ
ノ
用
ユ
ル
年
数
ヲ
考
フ
ベ
シ
。
シ
カ
ル
ニ
五
年
・
七
年

マ
デ
ハ
ソ
ノ
人
ノ
力チ
カ
ラニ

カ
ヽ
ル
。
世
（
三
十
年
ヲ
一
世
ト
云
④
。）

及
百
年
ハ
大
ニ
異
ナ
リ
。
又
天
下
ト
一
国
ノ
違
ア
リ
。
曰
期
、
曰

三
年
ハ
、
上
文
「
用
ユレ
ル
我
ヲ
」
ノ
句
ヲ
ウ
ケ
テ
、
孔
子
ノ
身
上
ノ

コ
ト
ニ
シ
テ
、
当
時
ノ
諸
侯
一
国
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
天
下
ニ
カ
ヽ
ル

コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ
。
魯
、
孔
子
ヲ
用
ヒ
、
三
月
ニ
シ
テ
ヨ
ク
治
マ
ル
。

期
月
ト
云
モ
ノ
迫セ
マ

ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
曰
世
ハ
、
上
文
「
有
二
王
者
一
」

ノ
句
ヲ
ウ
ケ
、
他
ノ
聖
賢
ヲ
汎ヒ
ロ

ク
論
ズ
ル
也
。
孔
子
ノ
身
上
ニ
ア

ラ
ズ
シ
テ
、
又
天
下
ヲ
治
ム
ル
コ
ト
ナ
リ
。
曰
七
年
、
曰
百
年
ハ
、

「
善
人
」
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
善
人
ハ
学
問
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
其
行
ヒ

道
ニ
カ
ナ
フ
ナ
リ
。
曰
小
国
五
年
、
大
国
七
年
⑤

ハ
、
孟
子
ソ
ノ

時
諸
侯
ノ
国
ノ
コ
ト
ヲ
ヒ
ロ
ク
云
ナ
リ
。
期
月
ハ
凡
⑥
一
月
ナ
リ
。

左
伝
杜
註
⑦

ア
ヤ
マ
リ
テ
一
年
ト
ス
。
コ
ノ
朱
註
⑧

モ
ソ
ノ
誤
ヲ

伝
フ
也
。
期
ハ
其
月
ト
云
コ
ト
ニ
テ
一
周
年
ヲ
本
義
ト
ス
ベ
シ
。

ソ
レ
ヲ
借カ
リ

タ
ル
ユ
ヘ
、月
ノ
字
ヲ
ソ
ヘ
テ
一
月
ノ
コ
ト
ト
ス
ル
也
。

周
年
ナ
ラ
バ
期
一
字
ニ
テ
ス
ム
ベ
シ
。
月
ノ
字
ヲ
ソ
フ
ル
ニ
及
バ

ズ
。
且
期
月
ト
期
年
ト
同
ジ
ト
云
ハ
、
文
面
モ
ス
マ
ヌ
モ
ノ
ナ
リ
。

サ
テ
又
コ
ノ
三
十
年
ニ
ツ
キ
テ
説
ア
リ
。
竹
山
先
生
曰
、「
コ
ヽ

ニ
王
者
ヲ
コ
リ
テ
政
ヲ
ト
ル
寸
ニ
ハ
、
三
十
・
四
十
ヨ
リ
五
十
ノ

人
ハ
三
十
年
ニ
シ
テ
老
テ
死
ス
ベ
シ
。
コ
ノ
内
ニ
タ
ト
ヒ
悪
人
ア

リ
ト
モ
大
抵
ハ
化
セ
ラ
ル
ベ
シ
。
弱
シ
ャ
ク

壮ソ
ウ

ノ
人
ハ
教
ヘ
テ
善
人
ト
ス

ベ
シ
。
幼
者
ハ
仁
中
ニ
育ソ
ダ

テ
ラ
レ
テ
悪
ハ
ナ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
コ
ヽ

ニ
至
ン
モ
ノ
ハ
三
十
年
ノ
数
ヲ
ツ
マ
ザ
レ
バ
全
ク
仁
ト
ハ
ナ
ラ
ザ

ル
也
」
ト
。
ミ
ナ
ソ
ノ
言
ニ
ツ
キ
テ
工
夫
セ
バ
コ
レ
モ
亦
学
問
ナ

ル
ベ
シ
⑨
。

【
注
】

①
こ
の
二
句
は
『
論
語
』
子
路
篇
。
た
だ
し
「
期
日
」
は
「
期
月
」

の
誤
記
。
岩
波
は
「
期
月
」。「
子
曰
、
苟
有
用
我
者
、
期
月
而
已

可
也
、
三
年
有
成
（
子
曰
く
、
苟
く
も
我
を
用
う
る
者
あ
ら
ば
、

期
月
の
み
に
し
て
可
な
ら
ん
。三
年
に
し
て
成
す
こ
と
有
ら
ん
）」。
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も
百
年
で
も
国
を
治
め
て
い
れ
ば
、
あ
ば
れ
者
を
お
さ
え
て

死
刑
も
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
が
、
本
当
だ
よ
、

こ
の
こ
と
ば
は
」。

④
「
世
」
の
字
は
「
丗
（
三
十
）」
に
由
来
す
る
。

⑤
注
②
参
照
。
こ
こ
は
大
小
を
誤
記
し
て
い
る
。

⑥
岩
波
「
丸
」。

⑦
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
杜
預
の
注
。「
期
月
」
を
注
し
た
箇
所
が

ど
こ
か
不
明
。

⑧
注
①
に
引
く
『
論
語
』
子
路
篇
の
こ
と
ば
の
朱
注
に
「
期
月
、

謂
周
一
歳
之
月
也
」
と
あ
る
。

⑨
岩
波
本
の
補
注
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

Ａ
本
（『
宰
我
の
償
』
辰
馬
氏
蔵
）
に
は
こ
の
章
と
ほ
ぼ
同

文
が
あ
り
、
末
尾
の
こ
の
部
分
に
「
コ
ノ
語
、
我
目
ノ
ア
タ
リ

白
川
侯
ニ
テ
コ
レ
ヲ
ミ
ル
。
百
年
ニ
シ
テ
残
ニ
勝
チ
殺
ヲ
去
ル

モ
ノ
ハ
、
善
人
二
三
代
並
出
ル
ノ
極
功
、
ソ
レ
天
運
ニ
カ
ヽ
ル
。

徳
川
家
三
代
ノ
賢
徳
ヲ
見
テ
コ
レ
ヲ
証
ス
ベ
シ
。
ア
ヽ
聖
人
ノ

語
、
苟
モ
セ
ザ
ル
也
」
と
あ
る
。
Ａ
本
を
校
閲
し
た
中
井
竹
山

は
、「
徳
川
家
」
と
い
う
表
現
は
、「
織
田
・
豊
臣
ヲ
云
如
ク
他

ノ
代
ヨ
リ
ノ
呼
」
び
か
た
で
あ
る
か
ら
、「
ヤ
ハ
リ
俗
ニ
従
ヒ

御
当
家
」
と
改
め
る
よ
う
押
紙
を
つ
け
て
い
る
。
そ
の
教
示
に

従
い
、
Ａ
本
再
稿
本
で
は
こ
の
部
分
は
、「
コ
レ
ハ
天
運
ニ
カ
ヽ

ル
ト
コ
ロ
ニ
シ
テ　

御
当
家
三
代
ノ
賢
徳
ヲ
ミ
テ
シ
ル
ベ
シ
。

孔
子
の
こ
と
ば
の
現
代
語
訳
は
「
も
し
だ
れ
か
が
わ
た
し
を
用
い

て
く
れ
た
な
ら
ば
一
年
（
あ
る
い
は
一
月
）
だ
け
で
い
い
の
だ
。

三
年
も
た
て
ば
立
派
に
で
き
あ
が
る
」
と
な
る
。

②
『
孟
子
』
離
婁
上
に
「
師
文
王
、
大
国
五
年
、
小
国
七
年
、
必

為
政
於
天
下
矣
（
文
王
を
師
と
せ
ば
、
大
国
五
年
、
小
国
七
年
、

必
ず
政
を
天
下
に
な
さ
ん
）」
と
あ
る
。

③
い
ず
れ
も
『
論
語
』
子
路
篇
。
な
お
、「
治
国
」
は
『
論
語
』

原
文
で
は
「
為
邦
」。
そ
れ
ぞ
れ
の
原
文
と
意
味
は
次
の
通
り
。

・「
子
曰
、
善
人
教
民
七
年
、
亦
可
以
即
戎
矣
（
子
曰
く
、
善
人
、

民
を
教
う
る
こ
と
七
年
、亦
た
以
て
戎
に
即
か
し
む
べ
し
）」。

孔
子
の
こ
と
ば
の
現
代
語
訳
は
「
ふ
つ
う
の
善
人
で
も
人
民

を
七
年
も
教
育
す
れ
ば
、
戦
争
に
い
か
せ
る
こ
と
が
で
き

る
」。

・「
子
曰
、
如
有
王
者
、
必
世
而
後
仁
（
子
曰
く
、
如
し
王
者

有
ら
ば
、
必
ず
世
に
し
て
後
に
仁
な
ら
ん
）」。
孔
子
の
こ
と

ば
の
現
代
語
訳
は
「
も
し
（
天
命
を
受
け
た
）
王
者
が
出
て

も
、（
今
の
乱
世
で
は
）
き
っ
と
一
代
（
三
十
年
）
た
っ
て

か
ら
は
じ
め
て
仁
（
の
世
界
）
に
な
る
の
だ
ろ
う
」。

・「
子
曰
、
善
人
為
邦
百
年
、
亦
可
以
勝
残
去
殺
矣
、
誠
哉
是

言
也
（
子
曰
く
、
善
人
、
邦
を
為
む
る
こ
と
百
年
、
亦
た
以

て
残
に
勝
ち
て
殺
を
去
る
べ
し
と
。
誠
な
る
か
な
、
是
の
言

や
）」。
孔
子
の
こ
と
ば
の
現
代
語
訳
は
「
ふ
つ
う
の
善
人
で
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ア
ヽ
聖
人
ノ
語
、
的
当
ナ
ル
モ
ノ
カ
」
と
改
め
て
い
る
。
し
か

し
、
さ
ら
に
、
夢
ノ
代
の
段
階
に
な
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
章
は

削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

　
「（
苟
く
も
我
を
用
う
る
者
あ
ら
ば
）
期
月
（
已の
み

）
に
し
て
可
な

ら
ん
」「
三
年
に
し
て
成
す
こ
と
あ
ら
ん
」、「（
文
王
を
師
と
せ
ば
）

大
国
五
年
、
小
国
七
年
（
必
ず
政
を
天
下
に
な
さ
ん
）」、「（
善
人
）

民
を
教
う
る
こ
と
七
年
、（
亦
た
以
て
戎
に
即
か
し
む
べ
し
）」、

「（
如
し
王
者
有
れ
ば
、
必
ず
）
世
に
し
て
後
に
仁
な
ら
ん
」、「（
善

人
）
国
を
治
る
こ
と
百
年
（
亦
た
以
て
残
に
勝
ち
て
殺
を
去
る
べ

し
）」
等
の
数
は
、
ど
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
が
あ
る
。
王
者
と
善

人
と
の
優
劣
が
あ
る
の
で
、
そ
の
要
す
る
年
数
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
五
年
・
七
年
ま
で
は
そ
の
人
の
力
に
関

わ
る
。
世
（
三
十
年
を
一
世
と
い
う
）
と
百
年
は
大
き
く
違
う
。

ま
た
天
下
と
一
国
の
違
い
が
あ
る
。
期
と
い
い
、
三
年
と
い
う
は
、

上
文
の
「
我
を
用
う
る
」
の
句
を
受
け
て
、
孔
子
の
身
上
の
こ
と

で
あ
り
、
当
時
の
諸
侯
一
国
の
こ
と
で
あ
る
。
天
下
に
関
わ
る
こ

と
で
は
な
い
。
魯
は
孔
子
を
用
い
、
三
カ
月
に
し
て
よ
く
治
ま
っ

た
。
期
月
と
い
う
の
を
迫
ら
な
か
っ
た
。

　
「
世
（
三
十
年
）」
と
い
う
は
、
上
文
の
「
王
者
有
れ
ば
」
の
句

を
受
け
、
他
の
聖
賢
を
広
く
論
ず
る
。
孔
子
の
身
上
で
は
な
く
、

ま
た
天
下
を
治
め
る
こ
と
で
あ
る
。
七
年
と
い
い
、
百
年
と
い
う

の
は
、「
善
人
」
の
こ
と
で
あ
る
。
善
人
は
学
問
が
な
い
と
い
っ

て
も
、
そ
の
行
い
は
道
に
か
な
っ
て
い
る
。

　
「
小
国
五
年
、
大
国
七
年
」
と
い
う
の
は
、
孟
子
の
当
時
の
諸

侯
の
国
の
こ
と
を
一
般
的
に
い
う
。「
期
月
」
は
全
部
で
一
カ
月

で
あ
る
。『
左
伝
』
杜
預
の
注
は
誤
っ
て
一
年
と
し
て
い
る
。
こ

の
朱
注
も
、
そ
の
誤
り
を
伝
え
て
い
る
。
期
は
「
其
の
月
」
と
い

う
こ
と
で
、
一
周
年
を
本
義
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
借
り
た

の
で
、
月
の
字
を
添
え
て
一
ケ
月
の
こ
と
と
す
る
の
で
あ
る
。
周

年
な
ら
ば
期
一
字
で
す
む
は
ず
で
、
月
の
字
を
添
え
る
に
は
及
ば

な
い
。
そ
の
上
、
期
月
と
期
年
と
が
同
じ
だ
と
い
う
の
で
は
、
文

面
上
も
う
ま
く
い
か
な
い
。

　

さ
て
、
こ
の
三
十
年
に
つ
い
て
は
説
が
あ
る
。
竹
山
先
生
は
い

う
、「
こ
こ
に
王
者
が
起
こ
っ
て
政
治
を
行
な
っ
た
と
し
て
、
三

十
・
四
十
か
ら
五
十
歳
の
人
は
、
三
十
年
経
つ
と
年
老
い
て
死
ぬ

だ
ろ
う
。
こ
の
内
に
、
た
と
え
悪
人
が
い
た
と
し
て
も
大
抵
は
亡

く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
世
の
中
は
教
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
青

年
や
壮
年
の
人
は
教
育
し
て
善
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
幼
な

い
者
は
仁
の
中
に
て
育
て
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
悪
く
な
る
は
ず
は

な
い
。
こ
こ
に
至
る
に
は
三
十
年
の
年
数
を
積
ま
な
か
っ
た
ら
、

全
く
仁
と
は
な
ら
な
い
」
と
。
ど
れ
も
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
工
夫

し
て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
学
問
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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三
十
一
、
夢
に
つ
い
て

　
「
我
不
三
復マ
タ

夢ユ
メ
ニ

見
二
周
公
ヲ一
①

」。
凡
ユ
メ
ハ
半ハ
ン

寤ゴ

半ハ
ン

寐ビ
②

ノ
間カ
ン

ニ

見
ル
モ
ノ
也
。
間カ
ン

思シ

雑ザ
ウ

慮リ
ョ
③

ア
リ
テ
、
ソ
レ
ガ
直
ニ
夢ユ
メ

ト
ナ
ル
ア

リ
、
又
ナ
ク
テ
モ
ア
リ
。
人
ヲ
思
フ
テ
夢
ト
ナ
ル
ア
リ
、
思
ハ
ヌ

人
ヲ
ミ
ル
コ
ト
ア
リ
。
必
ト
セ
ザ
ル
モ
ノ
也
。
イ
ヅ
レ
ニ
モ
半
寤

半
寐
ノ
時
ニ
、
雑
慮
ノ
ヤ
ウ
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
テ
夢
ニ
ナ
ル
也
。
初

ノ
雑
慮
ヨ
リ
ツ
ヾ
キ
テ
来
ル
モ
ア
リ
、
別
ナ
ル
モ
ア
リ
。（
欄
外
：

疾
病
ア
リ
テ
寐
ガ
タ
ケ
レ
バ
必
か
な
ら
ず

夢
多
シ
。
コ
レ
モ
半
寤
半
寐
ユ

ヘ
ナ
リ
。
又
④

憂
苦
心
労
ア
ル
寸と
き

モ
同
シ
。）
酔ス
イ

人
ノ
妄モ
ウ

語ゴ

妄
ナ

レ
ド
モ
、
ソ
ノ
時
ハ
夢
ノ
ゴ
ト
ク
ニ
心
ニ
浮
ム
コ
ト
ア
ル
也
。
酔

時
ノ
妄
モ
亦
同
シ
。
醒
ル
マ
テ
寐イ
子

サ
レ
バ
、
ソ
ノ
コ
ト
ハ
皆
ヨ
ク

覚
ヘ
テ
居
ル
モ
ノ
也
⑤
。
熟
シ
ュ
ク

睡ス
イ

ス
レ
バ
悉
コ
ト
コ
トク
忘ワ
ス

ル
ヽ
ナ
リ
。
夢
モ

亦
シ
カ
リ
。
夢
中
寝
語
⑥

モ
ソ
ノ
時
フ
ト
目
サ
ム
レ
バ
皆
記キ

得ト
ク
⑦

ノ
後
一
睡ス
イ

ス
レ
ハ
⑧

皆
忘ワ
ス

ル
。
又
体タ
イ

寝子

テ
心シ
ン

寝子

サ
レ
バ
間
思
雑
慮

ア
リ
テ
夢
ト
ナ
ル
。
心
寝
テ
体
寝
サ
レ
バ
手
足
ヲ
動
カ
ス
ノ
説
ア

リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
心
寝
テ
体
ノ
寝
ザ
ル
コ
ト
ハ
ア
ル
マ
ジ
。
寤ゴ

寐ビ

ハ
心
ノ
上
也
。
体
ニ
寤
寐
ナ
シ
。
唯
半
寐
ユ
ヘ
ニ
視
聴
収
マ
ル
ナ

リ
。
亦
半
寤
ユ
ヘ
ニ
鼾イ
ビ
キ睡

シ
ナ
ガ
ラ
、
傍
人
ノ
言
耳
ニ
入
コ
ト
ナ

リ
⑨
。
聖
人
ニ
間
思
雑
慮
ナ
シ
ト
ハ
云
ベ
カ
ラ
ズ
。
只
愚
人
ノ
煩

惑
ニ
似
ザ
ル
ノ
ミ
。「
至
人
無
シレ
夢
⑩

」
ト
ノ
語
荘
子
ニ
出
タ
レ
ド

モ
、
聖
人
ト
ハ
ナ
シ
⑪
。
コ
ノ
語
モ
ト
ヨ
リ
妄
説
ナ
リ
。
取
ベ
カ

ラ
ズ
。
シ
カ
ル
ニ
コ
ノ
語
ニ
惑
ハ
サ
ル
ヽ
人
モ
亦
少
ナ
カ
ラ
ズ
⑫
。

シ
カ
レ
ド
モ
孔
子
ニ
夢
ア
ル
ヲ
以
テ
考
フ
ベ
シ
。
孔
子
ツ
子ね

ニ
周

公
ヲ
シ
タ
ヒ
、
我
ヲ
用
ユ
ル
モ
ノ
ア
ラ
バ
、
周
公
ノ
政セ
イ

迹セ
キ
⑬

ヲ
挙

用
セ
ン
ト
思
シ
召
ユ
ヘ
、
時
ニ
⑭
周
公
ヲ
夢
ユ
メ
ミ

見
玉
フ
也
。

（
欄
外
：
孔
子
ノ
周
公
ノ
コ
ト
ヲ
思
ハ
セ
ラ
ル
ヽ
ハ
⑮
、
間
思
雑

慮
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
聖
人
ノ
間
思
雑
慮
ノ
凡
人
チ
ガ
フ
ヲ
ミ
ル

ベ
シ
。）

　

シ
カ
ル
ニ
、
ツ
イ
ニ
用
ユ
ル
人
ナ
シ
。
タ
ト
ヒ
ア
リ
ト
モ
、
年

老
テ
仕
フ
ベ
キ
年
数
モ
ナ
シ
。
ユ
ヘ
ニ
行
ハ
レ
サ
ル
ヲ
シ
リ
テ
思

ヒ
切
玉
フ
。コ
ヽ
ニ
オ
ヒ
テ
周
公
ノ
夢
ヲ
モ
見
玉
ハ
ザ
ル
ニ
ヨ
リ
、

老
テ
衰
ロ
ヘ
タ
リ
ト
歎
ジ
玉
フ
ナ
リ
⑯
。
前
ニ
云
ゴ
ト
ク
ニ
テ
、

聖
人
ニ
ハ
常
人
ノ
ゴ
ト
ク
雑
慮
ハ
ナ
ケ
レ
ド
モ
、
ミ
ナ
ソ
ノ
雑
慮

正
シ
キ
ヲ
得
ル
。
関
睢
ノ
寤
寐
ニ
思
フ
⑰

ガ
ゴ
ト
ク
、
父
母
ノ
喪

ニ
ア
リ
テ
悲カ
ナ

シ
ム
ガ
ゴ
ト
ク
、
ソ
ノ
雑
慮
ト
イ
ヘ
ド
モ
正セ
イ

ニ
出
ル

ナ
リ
。シ
カ
レ
バ
則
、父
兄
・
長
者
ヲ
打ウ
チ

罵
ノ
ヽ
シ
リ
⑱
シ
、銭セ
ン

財サ
イ

ヲ
盗ヌ
ス

ミ
、

邪シ
ャ

淫イ
ン

ヲ
犯ヲ
カ

シ
、
讒
言
⑲

ヲ
ナ
シ
、
人
ヲ
殺
シ
、
其
余
ノ
悪
事
ヲ
ナ

ス
夢
ヲ
ミ
ル
ハ
、
聖
賢
君
子
ニ
ハ
ナ
キ
コ
ト
也
。
誰
ニ
テ
モ
カ
ヽ

ル
夢
ヲ
ミ
ル
ナ
ラ
バ
、
必
ニ
⑳

我
心
ニ
恥
テ
己
ヲ
カ
ヘ
リ
ミ
テ
慎
ツ
ヽ
シ

ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
世
ニ
夢
ホ
ド
前
後
ソ
ロ
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
シ
。

此コ
ヽ

ニ
ア
ル
カ
ト
ス
レ
バ
忽コ
ツ

然セ
ン

ト
シ
テ
彼カ
シ
コニ
ア
リ
㉑
。
甲
人
ト
話
ス

カ
ト
ス
レ
バ
乙
人
ト
話
シ
、
或
ハ
死
シ
タ
ル
人
ニ
逢ア

ヒ
、
遠
人
ト
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談ダ
ン

ズ
。
風
ヲ
ト
ラ
ヘ
影カ
ゲ

ヲ
ツ
ナ
グ
㉒

ガ
ゴ
ト
シ
。
平
生
黙モ
ク

然セ
ン

タ
ル

ト
キ
、
彼
ヲ
思
ヒ
此
ヲ
思
ヒ
、
改
テ
死
人
ヲ
思
ヒ
出
シ
、
他
所
ヘ

往ユ

キ
シ
コ
ト
ヲ
思
フ
ガ
ゴ
ト
シ
。
起ヲ
キ

テ
寤サ
メ

タ
ル
ト
キ
思
フ
ト
、
半

寐
ニ
テ
思
フ
ト
ノ
チ
ガ
ヒ
ニ
テ
、同
ジ
コ
ト
ナ
リ
。シ
カ
レ
バ
古
人

ノ
弓
馬
・
宝
物
ヲ
夢
ニ
授サ
ヅ

カ
リ
シ
ト
云
、諸
神
・
諸
仏
ノ
託タ
ク

宣セ
ン
㉓

ヲ
夢
ミ
ル
ト
云
テ
祠シ

廟ヒ
ャ
ウヲ

建
立
シ
、
方
薬
㉔

ヲ
得
テ
御コ

夢ム

想ソ
ウ
㉕

ト

号
シ
、
妖ヨ
ウ

僧ソ
ウ

ノ
地チ

獄コ
ク

ヲ
見
シ
ト
云
フ
コ
ト
㉖
、
ミ
ナ
コ
ノ
半
寤
半

寐
・
間
思
雑
慮
ノ
ナ
ス
処
ナ
ル
ヲ
覚サ
ト

ラ
ズ
シ
テ
、コ
レ
ヲ
信
ジ
テ
、

建
立
シ
タ
ル
祠
廟
・
仏
刹
ア
リ
〳
〵
ト
シ
テ
存
ス
レ
バ
、
ソ
ノ
時

ノ
君
臣
ノ
愚
妄
ナ
ル
コ
ト
明
ラ
カ
ニ
シ
ル
ベ
シ
。
コ
レ
ミ
ナ
其
夢

ミ
タ
ル
人
ノ
妄
ニ
シ
テ
、
信
ズ
ル
人
モ
亦
妄
也
。【
殷
ノ
高
宗
ノ

傅ふ

説え
つ

ヲ
夢
ニ
見
シ
㉗

ハ
謀
術
ナ
リ
。
後
醍
醐
天
皇
ノ
楠な
ん

子し

ヲ
夢
ミ

ル
㉘

ト
同
シ
ク
、
コ
レ
ラ
ハ
夢
ニ
託
シ
テ
衆
ヲ
服
ス
ル
ナ
リ
。
実

ハ
前
以
テ
約
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
古
来
コ
ノ
ル
イ
多
シ
。】

　

シ
カ
ル
ニ
、
コ
ノ
夢
ヲ
ナ
ノ
リ
テ
事
ヲ
仕
出
ス
モ
ノ
、
万
ニ
一

モ
実
夢
ハ
ナ
キ
ナ
リ
。
ミ
ナ
姦カ
ン

計ケ
イ

ナ
リ
。
コ
レ
則
チ
、
君
上
ノ
愚

ヲ
見
カ
ケ
テ
欺
ク
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
ソ
ノ
罪
殺
シ
テ
免
ユ
ル
ス
㉙

コ
ト
ナ
カ

ル
ベ
シ
。
智
者
上
ニ
ア
リ
テ
政
ヲ
行
フ
寸と
き

ハ
、
カ
ヽ
ル
姧か
ん

人
㉚

ハ

決
シ
テ
出
サ
ル
ナ
リ
。
ユ
ヘ
ニ
歴
代
ノ
夢
ヲ
云
立
、
上
ヲ
欺
キ
シ

姦
人
ド
モ
ヲ
、
ミ
ナ
官
ヲ
剥
ギ
、
今
カ
ヽ
ル
コ
ト
云
出
ス
モ
ノ
ア

ラ
バ
、
忽タ
チ
マチ
罰バ
ツ

ス
ベ
シ
。
サ
テ
又
、
当
時
夢
想
ト
シ
ル
シ
タ
ル
薬ヤ
ク

店テ
ン

・
灸キ
ウ

点テ
ン

ノ
ル
イ
、
ソ
ノ
余
加
持
祈
禱
㉛

ノ
ル
イ
ハ
、
ノ
コ
ラ
ズ

破ハ

却キ
ャ
クシ
テ
、
手
始
ト
ス
ベ
シ
。
ア
ヽ
憎ニ
ク

ム
ベ
キ
カ
ナ
。

【
注
】

①
『
論
語
』
述
而
篇
に
「
子
曰
、
甚
矣
、
吾
衰
也
、
久
矣
、
我
不

復
夢
見
周
公
也
（
子
曰
く
、
甚
だ
し
い
か
な
、
吾
が
衰
へ
た
る
や
。

久
し
、
吾
れ
復
た
夢
に
周
公
を
見
ず
）」
と
あ
る
。

②
「
寤
寐
」
は
目
が
覚
め
る
と
眠
る
と
。
そ
こ
か
ら
、
半
分
目
覚

め
半
分
眠
っ
て
い
る
状
態
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

③
閑
な
と
き
に
あ
れ
こ
れ
思
慮
す
る
こ
と
。

④
岩
波
「
亦
」。

⑤
岩
波
「
居
る
も
の
な
り
」。

⑥
岩
波
「
夢
中
寐
語
」。

⑦
お
ぼ
え
て
い
る
。

⑧
岩
波
「
記
得
ス
。
後
一
睡
ス
レ
バ
」。

⑨
岩
波
「
入
コ
ト
ア
リ
」。

⑩
『
荘
子
』
大
宗
師
篇
に
「
古
之
真
人
、
其
寝
不
夢
」、
刻
意
篇

に
「（
聖
人
）
其
寝
不
夢
、
其
覚
無
憂
」
と
あ
る
。
岩
波
本
頭
注
に

「
荘
子
大
宗
師
篇
注
」
と
あ
る
が
、
注
に
は
該
当
す
る
語
は
な
い
。

⑪
注
⑩
に
あ
る
よ
う
に
『
荘
子
』
刻
意
篇
に
は
「
聖
人
」
を
主
語

と
し
て
書
い
て
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
蟠
桃
の
思
い
違
い
か
。

⑫
中
井
履
軒
の
『
論
語
聞
書
』
に
「
聖
人
無
夢
ノ
一
語
荘
子
ノ
口

ニ
出
テ
人
皆
之
ヲ
信
ジ
天
下
ノ
毒
ト
ナ
ル
。
歎
ス
可
シ
。
決
シ
テ
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聖
人
夢
無
キ
ノ
理
ナ
キ
コ
ト
也
」
と
あ
る
。
ま
た
履
軒
の
『
論
語

逢
原
』
で
は
「
至
人
無
夢
、
元
是
老
荘
家
之
言
、
無
是
取
者
、
何

必
回
護
於
思
夢
」
と
い
う
。

⑬
政
治
上
の
事
跡
。

⑭
岩
波
「
時
々
」。

⑮
岩
波
「
思
セ
ラ
ル
ヽ
ハ
」。

⑯
朱
注
で
は
「
孔
子
盛
ん
な
る
時
、
志
、
周
公
の
道
を
行
は
ん
と

欲
す
。
故
に
夢
寐
の
間
、
こ
れ
を
見
る
或
る
が
如
し
。
其
の
老
い

て
行
う
能
は
ざ
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
復
た
是
の
心
無
く
し
て
、
亦

た
復
た
是
の
夢
無
し
。
故
に
此
に
因
り
て
自
ら
其
の
衰
え
の
甚
だ

し
き
を
歎
ず
」
と
あ
る
。『
論
語
』
の
解
釈
は
朱
注
と
同
じ
で
あ

る
が
、
蟠
桃
は
夢
と
は
何
か
を
論
じ
る
。

⑰
「
関
睢
」
は
『
詩
経
』
周
南
の
詩
。「
窈
窕
淑
女
、
寤
寐
求
之
」

な
ど
と
あ
る
。

⑱
の
の
し
る
。
罵
倒
。

⑲
人
を
陥
れ
る
た
め
に
、
事
実
を
ま
げ
、
ま
た
偽
っ
て
告
げ
口
す

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
ば
。

⑳
岩
波
「
必
々
」。

㉑
岩
波
「
在
り
」。

㉒
つ
か
ま
え
ど
こ
ろ
の
な
い
こ
と
。

㉓
神
仏
の
お
告
げ
。
神
仏
が
物
に
こ
と
よ
せ
て
何
か
を
人
に
知
ら

せ
る
こ
と
。
神
託
。

㉔
方
術
（
不
老
長
生
を
得
る
術
。
神
仙
術
）
の
薬
。

㉕
「
夢
想
」
は
夢
の
中
に
神
仏
が
現
れ
て
告
げ
る
お
つ
げ
。

㉖
『
夢
ノ
代
』
巻
九
異
端
篇
十
三
に
、
東
寺
の
僧
が
死
ん
で
蘇
り
、

地
獄
を
見
た
と
語
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

㉗
『
史
記
』
殷
本
紀
に
次
の
記
事
が
あ
る
。「
帝
小
乙
崩
、
子
帝

武
丁
立
。
帝
武
丁
即
位
、
思
復
興
殷
、
而
未
得
其
佐
。
三
年
不
言
、

政
事
決
定
於
冢
宰
、
以
観
国
風
。
武
丁
夜
夢
得
聖
人
、
名
曰
説
。

以
夢
所
見
視
群
臣
百
吏
、
皆
非
也
。
於
是
迺
使
百
工
営
求
之
野
、

得
説
於
傅
険
中
。
見
於
武
丁
、
武
丁
曰
、
是
也
。
得
而
与
之
語
、

果
聖
人
、
挙
以
為
相
、
殷
国
大
治
。
故
遂
以
傅
険
姓
之
、
号
曰
傅

説
」。
こ
れ
に
よ
る
と
、
帝
武
丁
（
殷
の
高
宗
）
が
補
佐
を
求
め

て
い
た
が
得
ら
ぬ
ま
ま
三
年
た
っ
た
あ
る
夜
、
説え
つ

と
い
う
名
の
聖

人
の
夢
を
見
た
。
群
臣
の
中
に
捜
し
た
が
見
つ
か
ら
ず
、
工
事
作

業
員
の
中
に
見
出
し
た
と
い
う
。

㉘
後
醍
醐
天
皇
が
夢
で
楠
く
す
の
き

正ま
さ

成し
げ

を
知
り
、
こ
れ
を
招
い
た
と
い

う
（『
太
平
記
』
巻
三
「
主
上
御
夢
事
」）。

㉙
岩
波
「
免
ス
」。

㉚
姦
人
に
同
じ
。
悪
人
。

㉛
真
言
系
仏
教
の
祈
祷
・
呪
法
。

【
現
代
語
訳
】

　
「
我
、
復ま

た
夢
に
周
公
を
見
ず
」
に
つ
い
て
。
お
よ
そ
夢
は
半は
ん
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寤ご

半は
ん

寐び

（
半
分
目
覚
め
半
分
眠
っ
て
い
る
）
状
態
で
見
る
も
の
で

あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
雑
念
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
夢
と
な

る
の
も
あ
り
、
そ
の
ま
ま
な
る
の
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
。
人
を

思
っ
て
い
て
夢
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
思
わ
な
い
人
を
夢
見
る
こ

と
も
あ
る
。
必
ず
見
る
と
決
ま
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
半
寤
半
寐
の
時
に
、
雑
念
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て

夢
に
な
る
の
で
あ
る
。
初
め
の
雑
念
か
ら
続
い
て
来
る
も
の
も
あ

り
、
別
な
も
の
も
あ
る
。（
欄
外
：
病
気
の
た
め
に
眠
れ
な
い
と

き
は
必
ず
夢
を
多
く
見
る
。）

　

酒
に
酔
っ
た
人
の
話
は
で
た
ら
め
だ
が
、
そ
の
時
は
夢
の
よ
う

に
心
に
浮
か
ぶ
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
酔
っ
た
時
の
妄
想
も
同
様
で

あ
る
。
酔
い
が
醒
め
る
ま
で
寝
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
間
の
こ
と

は
み
な
よ
く
覚
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
熟
睡
す
る
と
す
べ
て
忘

れ
て
し
ま
う
。
夢
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
夢
の
中
の
眠
り
話
も
、

そ
の
時
ふ
と
目
が
覚
め
た
ら
、
み
な
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
睡
す
れ
ば
み
な
忘
れ
て
し
ま
う
。

　

ま
た
、
体
が
寝
て
心
が
寝
て
い
な
い
時
は
、
雑
念
が
夢
と
な
る
。

心
が
寝
て
体
が
寝
て
い
な
い
時
は
手
足
を
動
か
す
と
い
う
説
が
あ

る
け
れ
ど
も
、
心
が
寝
て
体
が
寝
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
目
覚
め
る
と
寝
る
は
心
の
状
態
を
い
う
。
体
に
は
こ
の
別

は
な
い
。た
だ
半
分
寝
て
い
る
時
に
は
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
半
分
覚
め
た
時
、
い
び
き
を
か
い
て
眠
り
な
が
ら
、
そ
ば
の

人
の
言
葉
が
耳
に
入
る
こ
と
が
あ
る
。

　

聖
人
に
雑
念
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
愚
人
の
煩
雑
な
惑

い
に
は
似
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。「
至
人
無
夢
」
と
い
う
言
葉

は
『
荘
子
』
に
出
て
い
る
が
、
聖
人
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
こ
の

言
葉
は
も
と
よ
り
妄
説
で
あ
る
。
取
る
べ
き
で
は
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
る
人
も
少
な
か
ら
ず
い
る
。
し
か
し
、

孔
子
が
夢
見
て
い
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孔
子
は

い
つ
も
周
公
を
慕
い
、
自
分
を
採
用
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
周
公
の

政
策
を
挙
用
し
よ
う
と
思
っ
て
お
ら
れ
て
、
時
々
、
周
公
を
夢
に

見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。（
欄
外
：
孔
子
が
周
公
の
こ
と
を
思
っ
て

お
ら
れ
る
の
は
、
雑
念
と
は
い
え
、
聖
人
の
雑
念
は
凡
人
と
違
う

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

　

し
か
し
、
最
後
ま
で
孔
子
を
採
用
す
る
は
い
な
か
っ
た
。
た
と

え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
年
を
取
っ
て
い
て
仕
え
る
年
数
も
な
い
。

だ
か
ら
、
も
う
周
公
の
政
治
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
悟
り
、

断
念
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
周
公
の
夢
も
見
る
こ
と
が
な
く

な
り
、
老
い
て
衰
え
た
と
歎
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

前
に
い
う
よ
う
に
、
聖
人
に
は
常
人
の
よ
う
な
雑
念
は
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
の
雑
慮
は
み
な
正
し
い
も
の
で
あ
る
。『
詩
経
』
関

睢
に
「
寤
寐
に
思
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
父
母
の
喪
に
あ
っ
て
悲

し
む
よ
う
に
、
そ
の
雑
念
と
い
っ
て
も
正
式
な
も
の
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
父
兄
や
年
長
者
を
罵
倒
し
、
金
品
を
盗
み
、
邪
淫
を
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犯
し
、
悪
口
を
い
い
、
人
を
殺
し
、
そ
の
ほ
か
の
悪
事
を
な
す
夢

を
見
る
こ
と
は
、
聖
賢
君
子
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
誰
で
あ
っ
て

も
、
こ
の
よ
う
な
夢
を
見
る
な
ら
ば
、
必
ず
自
分
の
心
に
恥
じ
て
、

自
分
を
省
み
て
慎
し
む
べ
き
で
あ
る
。

　

世
に
夢
ほ
ど
前
後
が
一
貫
し
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
こ
に
あ
る

か
と
お
も
え
ば
、
突
然
あ
そ
こ
に
あ
る
。
甲
人
と
話
し
て
い
る
か

と
お
も
え
ば
乙
人
と
話
し
て
い
て
、
あ
る
い
は
死
ん
だ
人
に
逢
っ

た
り
、
遠
く
に
い
る
人
と
話
し
た
り
す
る
。
風
を
と
ら
え
、
影
を

つ
な
ぐ
よ
う
な
も
の
で
、つ
か
ま
え
ど
こ
ろ
が
な
い
。ふ
だ
ん
じ
っ

と
し
て
い
る
時
、
あ
れ
こ
れ
思
っ
て
い
て
、
改
め
て
死
ん
だ
人
を

思
い
出
し
、
よ
そ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
う
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
起
き
て
覚
め
て
い
る
時
に
思
う
の
と
、
半
分
寝
て
い
て
思
う

の
と
の
違
い
だ
け
で
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
昔
の
人
が
弓
馬
や
宝
物
を
夢
の
中
で
授
か
っ
た

と
言
い
、
諸
神
・
諸
仏
の
託
宣
を
夢
に
見
る
か
ら
と
言
っ
て
祠
廟

を
建
立
し
、
仙
薬
を
得
て
御
夢
想
（
お
つ
げ
）
と
名
付
け
、
妖
僧

が
地
獄
を
見
た
と
い
う
な
ど
の
こ
と
、
み
な
こ
の
半
分
覚
め
て
半

分
眠
っ
て
い
る
状
態
や
さ
ま
ざ
ま
な
雑
念
が
も
た
ら
し
て
い
る
こ

と
を
覚
ら
ず
、
こ
れ
を
信
じ
て
、
建
立
し
た
祠
廟
や
仏
寺
が
現
に

存
在
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
時
の
君
臣
が
愚
妄
で
あ
る
こ
と
を

は
っ
き
り
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
そ
の
夢
を
見
た

人
が
考
え
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、信
じ
る
人
も
ま
た
考
え
が
な
い
。

【
殷
の
高
宗
が
傅ふ

説え
つ

を
夢
に
見
た
と
い
う
の
は
策
略
で
あ
る
。
後

醍
醐
天
皇
が
楠く
す
の
き木
正ま
さ

成し
げ

を
夢
に
見
た
と
同
様
で
、
こ
れ
ら
は
夢
に

仮
託
し
て
民
衆
を
従
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
実
際
は
事
前
に
約
束
し

て
あ
る
の
で
あ
る
。
古
来
、
こ
の
類
は
多
い
。】

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
夢
で
あ
る
と
い
っ
て
事
を
起
こ
す
も
の

は
、
万
に
一
つ
も
実
際
の
夢
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ど
れ
も
み
な

悪
い
策
略
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
君
主
が
愚
か
で
あ
る
の
を
見
て
欺

く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
罪
は
死
に
当
た
り
、
赦
さ
れ
る
は
ず
は

な
い
。
智
者
が
上
に
あ
っ
て
政
治
を
行
な
う
時
は
、
こ
の
よ
う
な

悪
賢
い
人
間
は
決
し
て
現
れ
な
い
。
だ
か
ら
歴
代
の
夢
を
並
べ
立

て
、
君
主
を
欺
い
た
悪
人
ど
も
は
、
み
な
官
を
剥
ぎ
取
り
、
今
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
す
者
が
い
た
な
ら
、
す
ぐ
に
罰
す
べ
き

で
あ
る
。
さ
て
ま
た
、
昔
、
夢
に
処
方
を
見
て
創
業
し
た
と
書
き

記
し
て
あ
る
薬
店
・
お
灸
の
類
、
そ
の
他
加
持
祈
禱
の
類
は
、
残

ら
ず
破
り
捨
て
る
こ
と
を
手
始
め
と
す
べ
き
で
あ
る
。（
夢
に
仮

託
す
る
迷
信
は
）
憎
む
べ
き
で
あ
る
よ
。

三
十
二
、
双
子
の
兄
弟

　
「
周
ニ
有
リ二
八
士
一
、
伯
達タ
ツ

・
伯
适ク
ハ
ツ・

仲
突ト
ツ

・
仲
忽コ
ツ

・
叔
夜ヤ

・
叔

夏カ

・
季
随ズ
イ

・
季
騧ク
ハ
①
」。
コ
レ
四
乳ニ
ウ
②
ニ
シ
テ
八
子
ヲ
生
ム
ト
。
皆

双
生
ナ
リ
。
伯
・
仲
・
叔
・
季
ノ
次
第
二
人
ヅ
ヽ
同
ジ
ケ
レ
バ
、
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双
生
ニ
兄
弟
ノ
分
チ
ナ
キ
ヲ
シ
ル
ベ
シ
。（
欄
外
：
八
士
ノ
名
③

ミ
ナ
韵
ヲ
フ
ム
。）
シ
カ
ル
ニ
④

ス
デ
ニ
其
別
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、

初
ヲ
兄
ト
シ
次
ヲ
弟
ト
ス
ル
ノ
序ツ
イ
デナ
ク
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
シ

カ
レ
ド
モ
⑤

太
郎
・
二
郎
ト
ハ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
二
人
ト
モ
太
郎
ナ

ル
ベ
シ
。
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
バ
、
論
語
二
人
ト
モ
伯
ナ
レ
バ
ナ
リ
。

シ
カ
レ
バ
⑥
双
生
ハ
ス
ベ
テ
同
輩
タ
ル
ベ
シ
。

　

ナ
レ
ド
モ
、
シ
井
テ
⑦

兄
弟
ヲ
分
タ
ン
ト
セ
バ
、
先
出
ヲ
兄
ト

シ
後
出
ヲ
弟
ト
ス
ベ
シ
。
当
世
多
ク
後
出
ヲ
兄
ト
ス
。
ソ
ノ
ユ
ヘ

ヲ
ト
ヘ
バ
、
曰
「
後
出
ハ
先
ニ
受
胎
シ
テ
上
ニ
在
リ
。
先
出
ハ
後

ニ
受
胎
シ
テ
下
ニ
ア
リ
。
ユ
ヘ
ニ
後
出
ヲ
兄
ト
ス
」
ト
。
コ
レ
ハ

不
当
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
凡
受
胎
ノ
早
キ
モ
ノ
先
出
ハ
順
ナ
リ
。
シ
カ

レ
バ
⑧

先
出
ヲ
兄
ト
ス
ル
コ
ト
決ケ
ツ

然ゼ
ン
⑨

理
ニ
ア
タ
ル
ナ
リ
。
タ
ト

ヒ
妻
妾
同
時
ニ
妊ジ
ン

セ
ン
カ
、
臨リ
ン

月ゲ
ツ

ニ
至
リ
、
今
日
生
レ
タ
ル
ヲ
兄

ト
ス
ベ
シ
、
明
日
生
レ
タ
ル
ヲ
弟
ト
ス
ベ
シ
。
ナ
ン
ゾ
妊ハ
ラ
ム娠

ノ
前

後
ニ
カ
ヽ
ハ
ラ
ン
。
証シ
ャ
ウモ

ナ
キ
コ
ト
ウ
ガ
タ
ン
ヨ
リ
、
出
産
ノ
前

後
ヲ
証
ト
ス
ベ
シ
。
西
京
雑
記
⑩

ニ
霍
ク
ハ
ク

光コ
ウ
⑪

ノ
子
ノ
双
生
ヲ
論
ズ

ル
コ
ト
ク
ハ
シ
。
サ
テ
又
胎
中
ニ
テ
モ
六
七
月
ノ
後
ハ
上
下
ヲ
論

ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
三
四
月
マ
デ
ハ
一
滴テ
キ

ノ
水
、
一
箇
ノ
卵タ
マ
ゴ、
ナ
ン

ゾ
上
下
ヲ
分
タ
ン
。
又
六
七
月
後
ト
イ
ヘ
ド
モ
並ナ
ラ

ビ
居
ル
ト
キ
ハ

イ
カ
ヾ
ス
ベ
キ
。
何
レ
ニ
モ
出
ル
ト
キ
ハ
タ
ト
ヒ
同
輩
ト
イ
ヘ
ド

モ
、
一
人
先
ヘ
出
、
一
人
ハ
後ヲ
ク

レ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
シ
カ
レ
バ
早
ク

出
タ
ル
ヲ
決
シ
テ
兄
ト
ス
ベ
シ
。
コ
ノ
論
易カ

フ
ベ
カ
ラ
ズ
。

　
【
中
川
氏
資
生
天
機
⑫

ニ
云
、「
孿ラ
ン

ハ
双
生
也
。
一
会
ニ
シ
テ
孕

ム
ヲ
云
。
ユ
ヘ
ニ
ト
モ
ニ
男
バ
カ
リ
カ
、
女
バ
カ
リ
ナ
リ
。

女め
お
と
ご

夫
子
⑬

ト
云
ハ
両
度
ノ
孕は
ら
み
ナ
リ
。
亦
男
バ
カ
リ
ニ
テ
モ
ア
リ
。

孿
ハ
胞ほ
う

ヲ
共
ニ
シ
、
両
度
ノ
脤
⑭

ハ
胞
ヲ
別
ニ
ス
。
又
肚紝
⑮

ミ
テ

月
ヲ
経
テ
又
孕
ミ
タ
ル
ハ
大
小
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
先
孕よ
う

ノ
催
生

ス
ル
寸
後
孕
ヲ
ヲ
シ
出
ス
モ
ノ
ア
リ
。
シ
カ
レ
ド
モ
コ
レ
ハ
育
セ

ザ
ル
ナ
リ
⑯

」
ト
。
シ
カ
レ
バ
胞ほ
う

衣い

ノ
異
ナ
ル
ハ
、
両
度
ノ
孕
ナ

リ
⑰
。
俗
ニ
密み
っ

夫ぷ

ト
ス
ル
ハ
誤
也
。】⑱

【
注
】

①
『
論
語
』
微
子
篇
。
古
注
に
は
、「
周
時
四
乳
生
八
子
、
皆
為

顕
士
、
故
記
之
爾
（
周
時
、
四
乳
に
し
て
八
子
を
生
む
。
皆
な
顕

士
為
り
。
故
に
こ
れ
を
記
す
の
み
）」
と
あ
り
、
正
義
に
は
「
此

章
記
異
也
。
周
時
有
人
四
徧
生
子
而
乳
之
。
毎
乳
皆
二
子
、
皆
為

顕
士
。
故
記
之
耳
。
鄭
玄
以
為
成
王
時
、
劉
向
馬
融
皆
以
為
宣
王

時
（
此
章
、
異
を
記
す
。
周
の
時
、
人
の
四
徧
に
子
を
生
み
て
こ

れ
を
乳
す
る
有
り
。
毎
に
皆
二
子
を
乳
す
。
皆
な
顕
士
為
り
。
故

に
こ
れ
を
記
す
の
み
。
鄭
玄
以
て
成
王
の
時
と
爲
す
。
劉
向
・
馬

融
皆
な
以
て
宣
王
の
時
と
爲
す
）」
と
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
、

朱
注
に
は
「
或
曰
、
成
王
時
人
、
或
曰
、
宣
王
時
人
。
蓋
一
母
四

乳
而
生
八
子
也
。
然
不
可
考
矣
（
或
い
は
曰
く
、
成
王
の
時
の
人

と
。
或
い
は
曰
く
、
宣
王
の
時
の
人
と
。
蓋
し
一
母
の
四
乳
に
し
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て
八
子
を
生
む
な
り
。
然
れ
ど
も
考
ふ
べ
か
ら
ず
）」
と
あ
る
。

②
ふ
つ
う
は
乳
が
四
つ
あ
る
こ
と
を
い
う
。
周
の
文
王
は
四
乳
で

あ
っ
た
と
い
う
（『
淮
南
子
』『
論
衡
』）。
し
か
し
、
こ
こ
は
注
①

に
引
く
正
義
や
朱
注
に
あ
る
よ
う
に
四
度
の
妊
娠
を
い
う
。

③
岩
波
「
礎
」。

④
岩
波
「
然
ル
ニ
」。

⑤
岩
波
「
然
レ
ド
モ
」。

⑥
岩
波
「
然
レ
バ
」。

⑦
岩
波
「
シ
イ
テ
」。

⑧
岩
波
「
然
レ
バ
」。

⑨
は
っ
き
り
と
。

⑩
晋
の
葛
洪
撰
。
あ
る
い
は
漢
の
劉
向
撰
と
い
い
、
ま
た
梁
・
呉

均
の
依
託
と
も
い
う
。
前
漢
の
雑
事
を
記
録
し
た
も
の
。
巻
三
に

以
下
の
文
が
あ
る
。

霍
将
軍
妻
一
産
二
子
、
疑
所
為
兄
弟
。
或
曰
、
前
生
為
兄
、

後
生
者
為
弟
。
今
雖
倶
日
亦
宜
以
先
生
為
兄
。
或
曰
、
居
上

者
宜
為
兄
、
居
下
為
弟
。
居
下
者
前
生
。
今
宜
以
前
生
為
弟
。

時
霍
光
聞
之
曰
、
昔
殷
王
祖
甲
一
産
二
子
、
曰
嚚
、
曰
良
。

以
卯
日
生
嚚
、
以
巳
日
生
良
。
則
以
嚚
為
兄
、
以
良
為
弟
。

若
以
在
上
者
為
兄
、
嚚
亦
当
為
弟
。
昔
、
許
釐
荘
公
一
産
二

女
、
曰
妖
、
曰
茂
。
楚
大
夫
唐
勒
一
産
二
子
、
一
男
一
女
、

男
曰
貞
夫
、
女
曰
瓊
華
。
皆
以
先
生
為
長
。
近
代
鄭
昌
時
・

文
長
蒨
並
生
二
男
。
滕
公
一
生
二
女
、
李
黎
生
一
男
一
女
、

並
以
前
生
者
為
長
。
霍
氏
亦
以
前
生
為
兄
焉
。

霍
将
軍
（
霍
光
、
注
②
参
照
）
の
妻
が
双
子
を
産
ん
だ
と
き
、
先

に
生
ま
れ
た
ほ
う
を
兄
と
す
る
と
い
う
者
と
、
上
に
い
た
も
の
が

兄
で
あ
り
下
に
い
た
も
の
が
弟
で
あ
る
か
ら
先
に
生
ま
れ
た
ほ
う

を
弟
と
す
る
と
い
う
者
が
い
た
。
霍
光
は
、
殷
王
祖
甲
、
許
の
釐

荘
公
、
楚
の
大
夫
唐
勒
、
近
時
の
鄭
昌
時
・
文
長
、
滕
公
、
李
黎

が
い
ず
れ
も
先
に
生
ま
れ
た
ほ
う
を
長
男
な
い
し
は
長
女
と
し
て

い
る
例
を
あ
げ
、
先
に
生
ま
れ
た
ほ
う
を
兄
と
し
た
。

⑪
前
漢
の
武
帝
・
昭
帝
・
宣
帝
に
仕
え
た
高
臣（『
漢
書
』六
十
八
）。

そ
の
妻
顕
は
娘
を
宣
帝
の
后
に
し
た
が
、
光
の
死
後
、
悪
事
が
発

覚
し
て
棄
市
さ
れ
た
（『
前
漢
書
』
九
十
七
上
外
戚
伝
）。

⑫
「
資
生
天
機
」
は
書
名
で
あ
ろ
う
が
、
中
川
氏
と
も
ど
も
未
詳
。

⑬
男
女
の
双
子
。

⑭
岩
波
「
娠
」。

⑮
岩
波
「
孕
」。

⑯
岩
波
「
也
」。

⑰
岩
波
「
両
度
ニ
孕
ム
モ
ノ
也
」。

⑱
「
中
川
氏
」
以
下
の
こ
の
部
分
は
底
本
で
は
付
記
と
し
て
章
末

に
あ
る
が
、『
宰
我
の
償
』
日
比
谷
図
書
館
蔵
写
本
で
は
章
初
の

頭
注
に
あ
る
。
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【
現
代
語
訳
】

　
『
論
語
』微
子
篇
に「
周
有
八
士
、伯
達
・
伯
适
・
仲
突
・
仲
忽
・

叔
夜
・
叔
夏
・
季
随
・
季
騧
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
四
乳
（
一
人
の

母
親
が
四
度
の
出
産
）
で
八
人
の
子
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

み
な
双
子
で
あ
っ
た
。
伯
・
仲
・
叔
・
季
の
順
序
に
二
人
ず
つ
同

じ
よ
う
に
並
ん
で
い
る
の
で
、
双
子
に
兄
弟
の
区
別
が
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。（
八
士
の
名
は
脚
韻
を
踏
ん
で
い
る
。）
し
か
し
、
す

で
に
区
別
が
な
い
と
は
い
う
が
、
初
め
を
兄
と
し
次
を
弟
と
す
る

順
序
が
な
い
は
ず
は
な
い
。
と
は
い
え
太
郎
・
二
郎
と
す
べ
き
で

は
な
い
。二
人
と
も
太
郎
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
ば
、『
論

語
』
で
は
二
人
と
も
伯
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と

双
子
は
す
べ
て
同
輩
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
し
い
て
兄

弟
を
分
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、
先
に
生
ま
れ
出
た
の
を
兄
と
し
、

後
に
出
た
の
を
弟
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　

当
世
、
後
出
を
兄
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
わ
け
を
問
う
と
、

「
後
出
は
先
に
受
胎
し
た
か
ら
上
に
い
た
。
先
出
は
後
で
受
胎
し

た
か
ら
下
に
い
た
。
だ
か
ら
後
出
を
兄
と
す
る
」
と
い
う
。
こ
れ

は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
す
べ
て
受
胎
の
早
い
も
の
が
先
に
出
る
の

が
順
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
先
出
を
兄
と
す
る
ほ
う
が
、
は
っ
き
り

と
理
に
当
た
る
の
で
あ
る
。

　

か
り
に
妻
妾
が
同
時
に
妊
娠
し
た
と
し
た
ら
、臨
月
に
な
っ
て
、

今
日
生
れ
た
の
を
兄
、
明
日
生
れ
た
の
を
弟
と
す
べ
き
で
あ
る
。

ど
う
し
て
妊
娠
の
前
後
に
関
わ
る
だ
ろ
う
か
。
証
拠
も
な
い
こ
と

を
う
が
つ
よ
り
、
出
産
の
前
か
後
か
を
証
と
す
べ
き
で
あ
る
。『
西

京
雑
記
』
に
霍
光
が
子
の
双
生
を
論
じ
て
い
る
の
が
詳
し
い
。

　

さ
て
、
ま
た
胎
内
に
お
い
て
も
六
七
ヶ
月
の
後
は
上
下
を
論
ず

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
三
四
ヶ
月
ま
で
は
一
滴
の
水
で
あ
り
、
一

箇
の
卵
で
あ
る
の
だ
か
ら
、ど
う
し
て
上
下
の
区
別
が
あ
ろ
う
か
。

ま
た
六
七
ヶ
月
の
後
と
い
っ
て
も
、
並
ん
で
い
る
と
き
は
ど
う
す

べ
き
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
出
る
と
き
は
、
た
と
え
同
輩
と
い
っ

て
も
、
一
人
が
先
に
出
て
、
一
人
が
後
に
な
る
ほ
か
な
い
。
そ
れ

な
ら
ば
早
く
出
た
の
を
は
っ
き
り
兄
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
論

を
変
え
て
は
い
け
な
い
。

　

中
川
氏
の
『
資
生
天
機
』
は
次
の
よ
う
に
い
う
、「
孿
（
れ
ん
）

と
は
双
子
の
こ
と
で
あ
る
。一
度
の
妊
娠
で
は
ら
む
こ
と
を
い
う
。

だ
か
ら
、
二
人
と
も
男
か
、
女
か
で
あ
る
。
女め
お
と
ご

夫
子
と
い
う
の
は

二
度
で
孕
む
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
男
ば
か
り
の
も
あ
る
。
孿

は
胞
が
同
じ
で
、
二
度
の
妊
娠
は
胞
が
別
々
で
あ
る
。
ま
た
孕
ん

で
か
ら
月
を
経
て
、
さ
ら
に
孕
ん
だ
の
は
、
大
小
の
違
い
が
あ
る

け
れ
ど
、
先
に
孕
ん
だ
子
が
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
後
で
孕

ん
だ
子
を
押
し
出
す
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
は
押
し

出
さ
れ
た
子
は
育
た
な
い
」
と
。
そ
う
す
る
と
胞
衣
の
異
な
る
の

は
、
二
度
に
わ
た
っ
て
孕
ん
だ
も
の
と
な
る
。
俗
に
密
夫
（
の
子
）

と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
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